
   老朽危険空き家除却支援事業補助金 

～空き家の除却費用の一部を補助します～ 

 坂出市では老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の

向上を図るため、空き家の除却を行う所有者等に補助金を交付します。 

 

○対象となる方 補助対象住宅の所有者、またはその相続人等 

           (本補助金を受けた者・受ける予定の者およびこれらの者と同一 

           世帯に属する者を除く。) 
 
○対象となる住宅 老朽化し、そのまま放置すれば周囲に悪影響を及ぼすおそれの 
           ある空き家 

 

○対象となる工事 補助対象住宅を市内業者が解体する工事 

           ※令和９年２月 2６日（金）までに工事を完了すること 
 
○補 助 金 の 額 補助対象事業費または補助対象住宅の延面積に国で定める単価 

           を乗じた額のいずれか少ない方の金額に 10 分の 8を乗じて得 

           た額とし、160万円を上限とします。 
 
○事 前 申 込 期 間 令和８年 6月１日（月）～（予算の範囲内先着） 

               （土日祝日を除く ８時 30分～17時 15分） 

           場 所 坂出市本庁舎３階 危機管理課窓口 

           提出書類 事前申込書、工事見積書（写し）、空き家の現況写真 
 

○事 前 調 査 事前申込により、所有者等の立会いのもと、香川県建築士会 

           または市職員が現地調査を行います。調査の日程については、 

           改めて建築士会または市からご連絡します。 
 
○選   定 事前調査の結果、空き家住宅の不良度測定表の評点の合計が、 

           100点以上となる住宅について、予算の範囲内において、評点 

           順に補助予定者を決定します。 
 
○補 助 申 請 補助予定者となられた方に補助申請を行っていただきますが、 

           複数の書類が必要となります。 
 
○お問い合わせ 坂出市総務部危機管理課（安全安心係） 

          TEL：0877-44-5023 

          FAX：0877-44-5032 

※詳しくは事前にお問い合わせください。  



老朽危険空き家除却促進事業補助金の申請手続きの流れ 

 

① 「事前申込書」提出 

（６/1～） 

※ 添付書類 

見積書・現況写真 

 
 

② 受付・審査、現地調査（採点） 

（随時） 
※ 立会をお願いします。 

 
 

③100点以上、点数の高い順に 

補助予定者通知書送付 

（随時） 

※ 100点未満の場合は、対象外の通知 

※ 100点以上で予算枠を超えた場合は、点数の 

高い順に予算の範囲内で本申請を案内 

 
 

④「交付申請書」提出 
※ 添付書類 

申請書・工事計画書・見積書・平面図・ 

所有者確認書類 など 

 
 

⑤受付・審査  

 
 

⑥「交付決定通知書」送付 

（随時（申請から約２週間）） 
 

 
 

⑦工事契約・工事着手 
※ ⑥の交付決定通知書前に、契約・工事着手し

たものは補助対象外となります。 

 
 

⑧工事完了後 

「実績報告書」提出 

※ 締切２月 26日（金） 

契約書・領収書・工事状況写真 など 

 
 

⑨受付・審査  

 
 

⑩「確定通知書」送付  

 
 

⑪「補助金請求書」提出  

 
 

⑫補助金の交付（振込）  

 


